
電話相談：火曜日、土曜日の 10時～15時 TEL（052）842‐8878 面会相談：木曜日(曜日、時間は柔軟に対応) 

 

 

 

 

 

 

◆◇ 令和３年８月 家族ピア相談事業 集計報告 ◇◆ 

≪ 相談件数 ≫                             ≪ 相談人数 ≫         

 

≪ 付添い相談人数 ≫                     ≪ 支援内容 ≫ 

 

≪ 相談内容 ≫  
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合計  

電話相談 ５ ２０ ３６ ４３ ３５ ４８ １２ １２ １７ ２２８ 

面会相談 ４ １３ １３ １５ １０ １６ ６ ９ １１ ９７ 

合 計 ９ ３３ ４９ ５８ ４５ ６４ １８ ２１ ２８ ３２５ 

≪ 相談者続柄 ≫ その他 1８名の内訳：当事者 12名（年金・手帳相談者 3名）、支援者 6名 

 

❖ 家族相談室より ❖ 

８月に４度目の緊急事態宣言が出され、９月末まで延長されます。コロナ禍が生んだ生活の歪の中で、家族・当

事者さんも様々な影響を受け、当事者さんの不安定な言動や行動に振り回されるご家族からのご相談が８月

は数多くありました（９月も同様の傾向が続いています）。 

困り果てた家族の表情が残像として、こころに残っています。各家族会の電話相談員の皆様のご協力を引き続

きよろしくお願いします。 （家族相談員：池山豊子）  

 4月～7月 ８月 合計 

電話相談 ５９５ ２２８ ８２３ 

面会相談 ３３５ ９７ ４３２ 

合 計 ９３０ ３２５ １２５５ 

 4月～7月 ８月 合計 

電話相談 １５３ ５５ ２０８ 

面会相談 ５２ １６ ６８ 

合 計 ２０５ ７１ ２７６ 

 4月～7月 ８月 合計 

付添相談 ２１ ３ ２４ 

 4月～7月 ８月 合計 

年金受給者 ３ ０ 1 

手帳受給者 ０ ０ ０ 

家族会入会 ５ １ ６ 

続柄 祖父母 父親 母親 夫 妻 兄弟 子供 その他 合計 

人数 ０ ７ ３５ ６ １ ３ １ １８ ７１ 

令和 3 年 9 月 14 日（火） 

発行：特定非営利活動法人 

名古屋市精神障害者家族会連合会 

会 長  堀田 明 
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付添い相談人数は面会相談人数に含まれます。 


